
2021 年 4 月 15 日 

株式会社みずほ銀行 

横浜市およびみずほ銀行の 

「商店街等の活性化に関する連携協定書」の締結について 

～横浜市内の商店街で、電子商品券/地域振興券を 

検討いただけます～ 

 株式会社みずほ銀行（頭取：藤原 弘治 、以下「みずほ銀行」）は、本日、神奈

川県横浜市（市長：林 文子、以下「横浜市」）との間で、キャッシュレスサービ

スの普及促進およびデータの利活用による「商店街等の活性化に関する連携協定

書」を締結しました。 

１.本協定締結の背景と目的

昨今の新型コロナウイルス感染症拡大による影響により、現金の受け渡しやレジ

待ち時間を減らすことができる「非接触型のキャッシュレス決済」の環境を用意す

ることは、対面店舗を運営する企業や個人事業主にも一層求められるようになって

います。 

横浜市は、地域生活の基盤であり、地域コミュニティの核として市民の生活を支

えている商店街の活性化を支援すべく、テーマ型共創フロントにおいて、民間事業

者から、新しい生活様式やデジタル化など新しい環境下において、商店街活性化に

つながる様々な連携アイデアやコンテンツ等の提案を募集しています。 

みずほ銀行は変わりゆく環境の中でも、お客さまにとっての「課題解決のベスト

パートナー」であり続けるため、金融・非金融の融合領域を含めた「金融を巡る新

たな価値創造」に注力し、地方公共団体との連携等を通じ、地域経済の活性化に取

り組んでいます。 

本協定は、横浜市、みずほ銀行が相互に協力し、「新しい生活様式」に対応した

非接触型のキャッシュレスサービスの普及促進およびデータの利活用を通じ、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた横浜市内の商店街等の活性化を図ってい

くものです。 



２.本協定の内容

本協定の内容は、以下の通りです。 

（１）協定締結日

2021 年 4 月 15 日 

（２）連携事項

①商店街等のキャッシュレスサービスの普及促進に関する事項

②商店街等の活性化のためのデータ利活用に関する事項

③その他、商店街等の活性化に関する事項

（３）協定期間

協定締結日～2022 年 3 月 31 日（以後 1 年毎の自動更新） 

「連携スキーム図」 

３.本協定に関する取組概要

 このたびの連携協定では、みずほ銀行のキャッシュレスサービスである電子商品

券/地域振興券を、横浜市内の商店街に導入いただくことで、キャッシュレスサー

ビスの普及促進やデータ利活用による商店街等の活性化を目指しています。 

みずほ銀行の電子商品券/地域振興券は、商店街等との契約に基づき専用のウェ

ブアプリを構築して、商品券や地域振興券を電子発行するサービスです。個人のお

客さまは専用ウェブサイトからクレジットカードや J-Coin Pay(※1)、銀聯を利用

して電子商品券や地域振興券を購入することができます。ウェブ上で購入した電子

商品券・地域振興券は地域の利用可能店舗で QR コード(※2)を使ってスマートフ

ォンで決済（支払）をすることができます。 
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連携を通じ、主に以下の取り組みを推進していきます。 

 

〇 キャッシュレスサービスの普及促進 

【電子商品券/地域振興券の発行支援】 

本協定に基づき、横浜市内の商店街のみなさまにご利用いただく際は、2021 年

度に限り、所定のシステム手数料について 30%割り引いた価格で提供いたしま

す。 

 

【電子商品券/地域振興券の導入支援】 

キャッシュレスサービス普及促進のため、電子商品券/地域振興券導入への支援

（提案・説明会）を行います。 

 

〇 データ利活用による商店街等の活性化支援 

【データの可視化】 

電子商品券/地域振興券のユーザー属性データと、利用期間中の決済関連データ

について、わかりやすくグラフ化します。 

【データ利活用】 

新しい生活様式やデジタル化など新しい環境下において、商店街活性化につな

がるべく、利用期間中の可視化したデータを提供します。 

 

今後も横浜市とみずほ銀行は相互に協力して、商店街等のさらなる活性化に取り

組んでいきます。 

 



 

(※1)  『J-Coin Pay』は、『送る』、『送ってもらう』、『支払う』というお金に関するさま

ざまな 行為がスマホ上で完結できることに加え、金融機関の預金口座との入出金

(“(アプリに)チャージ/口座に戻す”機能)についても、スマホ上のアプリを使い、

『いつでも・どこでも・ 無料』で、できるサービスです。 

 (※2) QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

以 上 
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